
足 立 区 × 足 立 成 和 信 用 金 庫

※賃料補助額は月額「5万円」または「賃料2分の1」のいずれか小さい額 を上限とします。
※賃料補助は6月末、12月末を基準日とし、それまでに支払った賃料が対象となります。（共益費、仲介手数料、敷金、保証金、消費税等は対象外とする）
※基準日の翌々月末までに利用者の請求に基づき指定の口座に振り込みます。

●専門家による経営指導/中小企業支援メニューの優先的な利用/事務所等の賃料補助

●創業予定または2026年4月1日現在、創業後3年未満で、足立区内で下記期間内に事務所等を借りたもしくは借りる
　予定の法人または個人
●賃貸借契約の開始日が2025年6月1日から2026年5月31日であること（支援対象となるための審査があります）
●8件 ●最長2年間とし、2026年7月を支援開始月とする。

●2026年4月1日（水）～2026年5月29日（金） 書類必着

●必要書類を郵送または持参
　※申込用紙・募集要項は足立成和信用金庫のホームページから
　　ダウンロードするか、各支店窓口でお受取りください。
　足立成和信用金庫 営業推進部　足立区千住1-4-16
　☎03-3882-3246 URL https://www.adachiseiwa.co.jp/

●足立区 産業経済部
　企業経営支援課 創業支援係
　☎03-3880-5495
●足立成和信用金庫 営業推進部
　☎03-3882-3246

創業経営相談員による

課題解決支援
毎月1回以上、創業経営相談員
による経営相談を実施。

中小企業支援メニューの

優先的な利用
足立成和信用金庫の豊富な中小
企業支援メニューを優先的に利
用できます。

2年間受けられる

賃料補助
事務所等（作業所・店舗含む）の
賃料補助をします。

支援内容

募集件数 支援期間

募集期間

申込先 お問い
合わせ先

対 象

お申込は
コチラから▶

（※支援内容や要件など、詳しくは募集要項をご確認ください。）
創業初期の事業者を支援し、区内定着を図るため「創業者経営力アップ支援事業」を行います。

募集期間

120万円!2年間で最大

（月額5万円×
　　24ヶ月）最大120万円

2年間で

来たれ創業者!
創業者経営力アップ 支援事業

足立区で創業する方限定

4月1日 ～5月29日水 金

支援
内容1 支援

内容2 支援
内容3


